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人
間
ド
ッ
ク　

　

今
年
度
よ
り
公
費
負
担
が
増

額
に
な
り
ま
し
た
。
是
非
こ
の

機
会
に
受
診
し
て
み
て
は
い
か

が
で
す
か
。

■
公
費
負
担
額

　
　

公
費
一
覧
表
の
と
お
り

■
対
象
者

　
　

韮
崎
市
国
民
健
康
保
険
加

　

入
者
で
、
本
年
度
35
歳
か
ら

　

69
歳
（
平
成
25
年
３
月
31
日

　

現
在
）
に
達
す
る
方

※
総
合
健
診
を
受
診
さ
れ
る
方

は
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
で
き
ま

せ
ん
。

■
受
付
期
間

　
　

６
月
１
日
（
金
）
〜

　
　
　
　
　
　

12
月
14
日
（
金
）

■
受
付
場
所　

保
健
課

　
　

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

■
受
付
時
の
持
ち
物

　
　

・
国
民
健
康
保
険
証

　
　

・
健
診
キ
ッ
ト

※
健
診
キ
ッ
ト
は
７
月
上
旬
発

送
予
定
で
す
。
キ
ッ
ト
が
届
い

て
い
な
い
場
合
は
保
険
証
の
み

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
金
の
減
免
制
度
に
つ
い
て

　

５
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
と
お
り
、
韮
崎
市
国
民
健
康

保
険
で
は
、
特
別
の
理
由
に
よ

り
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、
所

有
す
る
資
産
及
び
能
力
を
活
用

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
時

的
に
保
険
医
療
機
関
（
医
科
・

歯
科
）
及
び
保
険
薬
局
に
支
払

う
一
部
負
担
金
の
支
払
い
が
困

難
な
世
帯
に
対
し
て
、
一
部
負

担
金
を
減
免
、
免
除
及
び
徴
収

猶
予
す
る
た
め
の
要
綱
を
設
け

ま
し
た
。

　

主
な
内
容
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
世
帯

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に

よ
り
死
亡
、
も
し
く
は
精
神

及
び
身
体
に
著
し
い
障
害
を

受
け
た
と
き
、
ま
た
は
資
産

に
重
大
な
損
害
（
生
活
用
資

産
の
半
壊
以
上
）
を
受
け
た

と
き

②
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
雪
害

等
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
理
由

に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少

し
た
と
き

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、

失
業
等
に
よ
り
収
入
が
著
し

く
減
少
し
た
と
き

※
②
③
は
、
認
定
に
あ
た
り
そ
の

他
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　

①
り
災
証
明
書

　

②
生
活
状
況
申
告
書

　

③
給
与
証
明
書

　

④
そ
の
他
資
産
及
び
申
請
理
由

　
　

を
証
明
す
る
資
料

　

⑤
印
鑑

■
お
問
い
合
わ
せ

　

国
保
医
療
担
当
（
内
線
１
２
７

　

〜
１
３
０
・
１
３
７
）

■
受
診
期
限

　
　

平
成
25
年
１
月
末
日
ま
で

■
受
診
会
場　

指
定
医
療
機
関

　
　

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で

　
　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

　

脳
ド
ッ
ク

■
対
象
者

　
　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

　

で
、
本
年
度
50
歳
以
上
（
平

　

成
25
年
３
月
31
日
現
在
）
に

　

達
す
る
、
前
年
度
脳
ド
ッ
ク

　

を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方

■
公
費
負
担
額

　
　

公
費
一
覧
表
の
と
お
り

■
受
付
期
間

　
　

６
月
１
日
（
金
）
〜

　
　
　
　
　
　

12
月
14
日
（
金
）

■
受
付
場
所　

保
健
課

　

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
窓
口
）

■
受
付
時
の
持
ち
物

　
　

健
康
保
険
証

■
受
診
期
限

　
　

平
成
25
年
１
月
末
日
ま
で

■
受
診
会
場　

指
定
医
療
機
関

　
　

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
で

　
　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　
　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
２
３
ー
４
３
１
０

減免等の割合等 適用区分

免除
実収入月額が、生活保護基準に１００分
の１１０を乗じて得た額以下の世帯

５割減額
実収入月額が、生活保護基準に１００分の
１１０を乗じて得た額を超え１００分の
１２０を乗じて得た額以下の世帯

徴収猶予
６ヶ月以内に資力の回復が見込めるが、
現在一部負担金の支払が困難である世帯

■減免の基準

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク

受
診
受
付
を
開
始

種　類 性　別 平成 24年度 参考（平成 23年度）

人間ドック
男性 23,000 円 ← 10,000 円

女性 28,000 円 ← 15,000 円

脳ドック 男性・女性 10,000 円 ← 10,000 円

■公費負担額一覧表
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『
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
』
の

　
　
　
　
　
　

 　

概
要
及
び
実
施
状
況

　

平
成
23
年
度
に
実
施
し
た
集
落

の
活
動
状
況
を
中
山
間
地
域
等
直

接
支
払
交
付
金
実
施
要
領
第
12
及

び
同
実
施
要
領
の
運
用
第
17
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

平
成
24
年
６
月
１
日

■
概
要

　

河
川
の
上
流
域
に
位
置
し
、
傾

斜
地
が
多
い
中
山
間
地
域
等
に
お

い
て
、
農
業
者
の
高
齢
化
・
耕

作
放
棄
地
の
増
加
が
深
刻
化
す
る

中
、
担
い
手
農
業
者
の
確
保
や
農

地
の
多
面
的
機
能
を
確
保
し
て
い

く
こ
と
を
目
的
と
し
た
集
落
の
取

り
組
み
に
対
し
、
国
・
県
・
市
が

支
援
す
る
も
の
で
す
。

■
要
件

　

特
定
農
山
村
法
な
ど
の
地
域
振

興
８
法
地
域
の
傾
斜
農
用
地
を
対

象
に
、
該
当
す
る
集
落
と
市
が
５

年
以
上
継
続
し
て
行
わ
れ
る
農
業

生
産
活
動
等
を
定
め
た
集
落
協
定

を
締
結
し
、
取
り
組
み
ま
す
。
集

落
協
定
に
よ
る
共
同
取
扱
活
動
に

あ
っ
て
は
、
交
付
金
額
の
概
ね
２

分
の
１
以
上
を
充
て
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　

農
林
振
興
担
当

　
　

（
内
線
２
２
３
）

地域
区分

協定集落名 認定年月日
協定参加者数（人） 協定農用地 交付金額

（円）
配分割合（％）

農業生産活動等の実施状況
農業者 非農業者 面積（㎡） 共同活動 農業者

特認
地域

日之城 H22.9.30 36 43 59,328 996,710 51 49
・農地法面の崩壊の未然防止等
・水路、農道等の維持管理等
・景観作物の作付け、堆きゅう肥の施肥等

三ツ沢 H22.9.30 73 69 146,241 2,456,848 100 0
・農地法面の崩壊の未然防止等
・水路、農道等の維持管理等
・周辺林地の下草刈り、堆きゅう肥の施肥等

特認地域合計（Ａ） 109 112 205,569 3,453,558

法指定
地　域

折　居 H22.9.30 36 17 113,862 1,912,881 50 50
・耕作放棄地対策等
・水路、農道等の維持管理等
・周辺林地の下草刈り、景観作物の作付け等

御　杉 H22.9.30 33 1 105,786 1,777,204 51 49
・農地法面の崩壊の未然防止等
・水路、農道等の維持管理等
・周辺林地の下草刈り等

武　田 H22.9.30 40 0 95,956 1,612,060 50 50
・農地法面の崩壊の未然防止等
・水路、農道等の維持管理等
・景観作物の作付け等

北宮地 H22.9.30 39 0 166,730 2,801,064 50 50
・農地法面の崩壊の未然防止等
・水路、農道等の維持管理等
・周辺林地の下草刈り、景観作物の作付け等

上円井 H22.9.30 56 2 226,275 3,801,420 50 50
・耕作放棄地対策等
・水路、農道等の維持管理等
・周辺林地の下草刈り等

下円井 H22.9.30 29 6 67,148 1,128,086 51 49
・耕作放棄地対策等
・水路、農道等の維持管理等
・周辺林地の下草刈り等

中　谷 H22.9.30 46 12 141,470 2,376,696 100 0
・農地法面の崩壊の未然防止等
・水路、農道等の維持管理等
・周辺林地の下草刈り、堆きゅう肥の施肥等

入戸野 H23.9.30 25 2 75,984 1,276,531 54 46
・耕作放棄地対策等
・水路、農道等の維持管理等
・周辺林地の下草刈り等

鍋　山 H23.9.30 42 1 119,429 2,006,407 49 51
・農地法面の崩壊の未然防止等
・水路、農道等の維持管理等
・景観作物の作付け等

法指定地域合計（Ｂ） 346 41 1,112,640 18,692,349

総　合　計（Ａ）＋（Ｂ） 455 153 1,318,209 22,145,907

　

平
成
23
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
締
結
（
公
告
）
さ
れ
た
賃
貸
借

に
お
け
る
賃
借
料
水
準
（
10
ａ
当

た
り
）
を
公
表
し
ま
す
。

　

こ
の
情
報
は
あ
く
ま
で
参
考
で

あ
り
、
実
際
の
契
約
に
関
す
る
賃

貸
料
は
、
貸
し
手
・
借
り
手
が
よ

く
話
し
合
っ
て
決
め
て
く
だ
さ

い
。 農

地
の
賃
借
料
情
報

対象の部 地域名 平均額 最高額 最低額 データ数

田（水稲） 韮崎市全域 10,800 円 18,900 円 5,600 円 75

畑・普通畑 韮崎市全域 6,200 円 10,000 円 2,300 円 16

畑・樹園地（桃・葡萄・林檎・柿）韮崎市全域 11,300 円 19,800 円 5,000 円 6

畑・樹園地（その他果樹） 韮崎市全域 

牧草畑 韮崎市全域 

　＊斜線部分は、データ数が少ないため算出できません。
　　５件以上のデータを基に算出しています。

区　　　分 作　業　内　容 標準額 ※

耕耘請渡

耕　起 8,000 円

代掻（耕起してある場合） 8,000 円

代掻（耕起してない場合） 1,2000 円

機械田植え 燃料・技術者付き 8,000 円

稲刈り（バインダー）燃料・技術者付き ( ヒモ代別） 8,000 円

脱穀機賃金 燃料・技術者付き 8,500 円

コンバイン作業労賃 刈取り脱穀　燃料・技術者付き（ヒモ代別） 16,500 円

乾燥・籾摺り
（６０kg）

（米）乾　燥 1,200 円

（麦）乾　燥 1,400 円

籾　摺　り 600 円

一般農作業 １日（８時間） 7,200 円

農作業雇用労働賃金【標準額】が
決まりました
市農業委員会では、次のとおり平成２４

年度の農作業雇用労賃【標準額】を決定

しました。

[ 注意 ]

※標準的な料金を示すものであり、圃場条件や作業条
件など勘案して当事者間の協議により決定することを
前提としています。作業項目にない作業についても協
議のうえで決定してください。
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　平成２３年度の住民基本台帳の閲覧は１０件でした。

　韮崎市住民基本台帳の一部の写しの閲覧取扱要綱

第６条に基づき、以下のとおり公表します。

■お問い合わせ　市民担当（内線１２４）

住民基本台帳の
閲覧状況を公表します。

閲覧年月日 申出者の氏名（申出者が法人の場合にあって
は、その名称及び代表者又は管理者の氏名） 閲覧事由（利用目的）の概要 閲覧に係る住民の範囲

平成 23年 6月 8日 株式会社　トーニチコンサルタント 
代表取締役　三木　　勝

中部横断自動車道沿線住民アンケート調査 
（委託者：中日本高速道路株式会社）

市内 18歳以上の男女 200 名

平成 23年 6月 10日 株式会社　サーベイリサーチセンター 
代表取締役　藤澤　士朗

消費生活に係る県民意識調査（委託者：山梨県） 市内 20歳以上の男女 72名

平成 23年 9月 5日 株式会社　日本リサーチセンター 
代表取締役　鈴木　稲博

金融力調査（委託者：金融広報中央委員会）
大草町下條西割及び大草町上條東割 
18 歳以上の男女 20名

平成 23年 10月 11日 社団法人　新情報センター 
事務局長　平谷　伸次

終末期医療についての意向と実態に関する調査
（委託者：学校法人　慶應義塾大学）

若宮２丁目、若宮３丁目 
20 歳以上の男女 20人

平成 23年 11月 17日 
平成 23年 12月 6日

株式会社　サーベイリサーチセンター 
代表取締役　藤澤　士朗

肝炎ウイルス検査受検状況実態調査 
（委託者：厚生労働省）

富士見ケ丘、若宮、富士見 
20 歳以上 79 歳以下の男女 210 名

平成 23年 12月 2日 株式会社　帝国データバンク 
代表取締役　後藤　信夫

県民健康づくり実践実況調査（委託者：山梨県） 市内 20歳以上の男女 72名

平成 23年 12月 8日 八千代エンジニヤリング　株式会社 
代表取締役　星野　武士

リニア開業に関するアンケート調査
（委託者：山梨県）

市内 20歳以上の男女 110 名

平成 23年 12月 26日 株式会社　サーベイリサーチセンター 
代表取締役　藤澤　士朗

県民保健医療意識調査（委託者：山梨県） 市内 20歳以上男女 136 名

平成 24年 1月 5日 株式会社　サーベイリサーチセンター 
代表取締役　藤澤　士朗

テレビ放送に関するアンケート
（委託者：日本放送協会）

藤井町駒井、旭町上條北割、
旭町上條中割　　男女 48名

平成 24年 1月 25日 株式会社　流通研究所 
代表取締役　釼持　雅幸 人権に関する県民意識調査（委託者：山梨県） 市内 20歳以上の男女 105 名

「甲信決戦」ヴァンフォーレ甲府 対 松本山雅 戦

７月１５日  韮崎市ホームタウンサンクスデー
市民５００人ご招待！ エスコートキッズ大募集！

■試合日時　７月１５日（日）
　　　　　　１８時００分キックオフ

■会場　山梨中銀スタジアム

■サンクスデーご招待チケット配布について

　市内に住所のある方を対象に、６月４日（月）

から次により先着順にて配布します。

◇市役所３階企画財政課

　（月～金、８：３０～１７：００）

◇市営総合運動場体育館

　（火～日、９：００～１７：３０）

※お一人様２枚までとし、チケット

　がなくなり次第終了

※席を確保して観戦する場合には、

　子供でもチケットが必要となり

　ます。

■エスコートキッズ・募集人員　
　２２名（年長児～小学校２年生）

■申込受付　６月１４日（木）１９時
　　　　　　　　　　　　　　※時間厳守

　市役所別館２階２０１会議室に集合してくだ

　さい。応募多数の場合は抽選を行います。

■その他注意事項
　　※当日は保護者同伴で、現地集合・現地解

　散となります。

※スタンドで観戦するには、チケットが必

　要です。

※チームおよび選手の選択はできません。

■お問い合わせ　
　企画推進担当
　（内線３５５～３５７）

　２０１２シーズンは、人もボールも動くサッカーを展開し、再び J１昇格を目指すヴァンフォー

レ甲府。今年も市民一丸となって応援するため、対「松本山雅」戦においてホームタウンサンク

スデーを開催します。

　当日は市民のみなさん（５００人）をバックスタンド自由席にご招待します。また、当日の「エ

スコートキッズ」も募集します。


